	印
令和　　年（　）第　　　　号
取　下　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大阪地方裁判所第１４民事部　御中

　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　
申立債権者　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　債　権　者
　　　　　　　債　務　者
　　　　　　　第三債務者


□１　上記当事者間の債権差押命令申立ては、これを取り下げます。
　　ただし、以下の部分を除く（□にレしたものに限る。）。
　　□①　既に取り立てた分
□②　既に配当を受けた分
□③　取下書が受理されるまでに事情届（供託書）が提出された分

· ２　上記当事者間の債権差押命令申立ては、以下の部分（□にレしたもの）につき、　　
　これを取り下げます。
□（１）差押金額　　　　　　円のうち、　　　　　円
□（２）債務者　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分
□（３）第三債務者　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分

【記載例１、全部取下げの場合】
令和●年（●）第●●●号
取　下　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大阪地方裁判所第１４民事部　御中

　　　　　　　　　　令和●年●月●日
　　　　　　　　
申立債権者　●　●　●　●　印
　　　　　　　債　権　者　●●　●●　
　　　　　　　債　務　者　●●　●●
　　　　　　　第三債務者　●●　●●

☑１　上記当事者間の債権差押命令申立ては、これを取り下げます。
　　ただし、以下の部分を除く（□にレしたものに限る。）。
　　□①　既に取り立てた分
□②　既に配当を受けた分
□③　取下書が受理されるまでに事情届（供託書）が提出された分

· ２　上記当事者間の債権差押命令申立ては、以下の部分（□にレしたもの）につき、　　
　これを取り下げます。
□（１）差押金額　　　　　　　円のうち、　　　　円
□（２）債務者　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分
□（３）第三債務者　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分

【記載例２、取り立てた分を除いて取下げる場合】
令和●年（●）第●●●号
取　下　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大阪地方裁判所第１４民事部　御中

　　　　　　　　　　令和●年●月●日
　　　　　　　　
申立債権者　●　●　●　●　印
　　　　　　　債　権　者　●●　●●　
　　　　　　　債　務　者　●●　●●
　　　　　　　第三債務者　●●　●●

☑１　上記当事者間の債権差押命令申立ては、これを取り下げます。
　　ただし、以下の部分を除く（□にレしたものに限る。）。
　　☑①　既に取り立てた分
□②　既に配当を受けた分
□③　取下書が受理されるまでに事情届（供託書）が提出された分

· ２　上記当事者間の債権差押命令申立ては、以下の部分（□にレしたもの）につき、　　
　これを取り下げます。
□（１）差押金額　　　　　円のうち、　　　　　　円
□（２）債務者　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分
□（３）第三債務者　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分

【記載例３、差し押さえた金額のうち、一部の金額を取下げる場合】
令和●年（●）第●●●号
取　下　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大阪地方裁判所第１４民事部　御中

　　　　　　　　　　令和●年●月●日
　　　　　　　　
申立債権者　●　●　●　●　印
　　　　　　　債　権　者　●●　●●　
　　　　　　　債　務　者　●●　●●
　　　　　　　第三債務者　●●　●●

□１　上記当事者間の債権差押命令申立ては、これを取り下げます。
　　ただし、以下の部分を除く（□にレしたものに限る。）。
　　□①　既に取り立てた分
□②　既に配当を受けた分
□③　取下書が受理されるまでに事情届（供託書）が提出された分

☑２　上記当事者間の債権差押命令申立ては、以下の部分（□にレしたもの）につき、　　
　これを取り下げます。
☑（１）差押金額　●●円のうち、●●円
□（２）債務者　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分
□（３）第三債務者　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分

【記載例４、第三債務者の１名を取下げる場合】
令和●年（●）第●●●号
取　下　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大阪地方裁判所第１４民事部　御中

　　　　　　　　　　令和●年●月●日
　　　　　　　　
申立債権者　●　●　●　●　印
　　　　　　　債　権　者　●●　●●　
　　　　　　　債　務　者　●●　●●
　　　　　　　第三債務者　●●　●●

□１　上記当事者間の債権差押命令申立ては、これを取り下げます。
　　ただし、以下の部分を除く（□にレしたものに限る。）。
　　□①　既に取り立てた分
□②　既に配当を受けた分
□③　取下書が受理されるまでに事情届（供託書）が提出された分

☑２　上記当事者間の債権差押命令申立ては、以下の部分（□にレしたもの）につき、　　
□（１）差押金額　　　　　　円のうち、　　　　　　円
□（２）債務者　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分
☑（３）第三債務者　●●●●　に関する部分

【記載例５、第三債務者複数の場合（銀行口座の差押え）】
令和●年（●）第●●●号
取　下　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大阪地方裁判所第１４民事部　御中

　　　　　　　　　　令和●年●月●日
　　　　　　　　
申立債権者　●　●　●　●　印
　　　　　　　債　権　者　●●　●●　

　　　　　　　債　務　者　●●　●●第三債務者を特定するため、支店名まで記載が必要です。

　　　　　　　第三債務者　株式会社●●銀行○○支店
		第三債務者　株式会社●●銀行○○支店
　		第三債務者　●●信用金庫○○支店

□１　上記当事者間の債権差押命令申立ては、これを取り下げます。
　　ただし、以下の部分を除く（□にレしたものに限る。）。
　　□①　既に取り立てた分
□②　既に配当を受けた分
□③　取下書が受理されるまでに事情届（供託書）が提出された分
□２　上記当事者間の債権差押命令申立ては、以下の部分（□にレしたもの）につき、　　
□（１）差押金額　　　　　　円のうち、　　　　　　円
□（２）債務者　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分
□（３）第三債務者　　　　　　　　　　　　　　　に関する部分

Ｓｔｅｐ１　差押えの全部の取下げである場合は□１に、一部の取下げである場合は□２にチェック。
Ｓｔｅｐ２　全部の取下げのうち差押えがされた債権について、①第三債務者から取り立てた分、②裁判所から配当を受けた分、③未配当であるが供託した旨の事情届が提出された分があり、これらの部分を除いて取り下げるときは、上記の□①～③の該当するものにチェックを入れてください。①から③に該当するものがないときは空欄のままで構いません（例えば、申立ての全部を取り下げる場合等）。
Ｓｔｅｐ３　一部取下げの場合は、□⑴～⑶の該当するものにチェックを入れた上、取り下げる部分について入力してください。　
